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都道府県 市町村

国
要介護・要支援の認定基準、介護報酬の算定基準、区分支給限度基準額の設定、基本指針の策定、負担率など

・介護保険審査会の設置・運営

・財政安定化基金の設置・運営

・介護サービス情報の公表

・介護支援専門員

・指定市町村事務事務受託法人の指定

・左側の運営基準・指定

・介護認定審査会の設置

・財政安定化基金への拠出、交付・貸付申請、借入金返済

・区分支給限度基準額の上乗せ

・福祉用具購入費限度基準額の上乗せ

・住宅改修費限度基準額の上乗せ

・種類支給限度基準額の設定

・地域包括支援センターの設置

・１号被保険者の保険料率の決定

・保険料滞納被保険者に対する措置

・特別会計の設置

・右側の運営基準・指定

・事業者への立入検査

居宅サービス

・訪問 ほ1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
4 訪問リハビリ
5 居宅療養管理指

導
・通所 つ6 通所介護
7 通所リハビリ
・短期 た8 短期入所生活介
護

9 短期入所療養介
護
・その他 10特定施設入居者生
活介護

11福祉用具貸与

12特定福祉用具販売

施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保険施設

・介護医療院
・介護療養型医療施設

地域密着型サ
ービス

①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

支援 1
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都道府県介護保険事業支援計画

・介護専用型特定施設入居者生活介護

・⑦

・⑧

・介護給付等対象サービスの量

・介護保険施設

・介護支援専門員

・相互間の連絡調整

・介護サービス情報の公表

市町村介護保険事業計画

・⑥

・⑦

・⑧

・介護給付等対象サービスの種類ごとの量

・地域支援事業（市町村相互間の連絡調整を除く）

・事業等を行う者相互間の連携の確保

国
基本指針

3年を1期
一体のものとして作成するべき計画：老人福祉計画 4
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介護予防サービス計画 居宅サービス計画 施設サービス計画

計画作成者
地域包括支援センターの

担当職員
保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験ある看護師、相談業務に3年以上従事した社会福祉主事

指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員

介護保険施設の担当介護支援専

門員

課題分析
利用者の居宅を訪問
利用者＋家族に面接

利用者の居宅を訪問
利用者＋家族に面接

入所者＋家族に面接

原案 〇 〇 〇

サービス担当者会議
利用者、家族、サービス担当者、
主治医等

利用者、家族、サービス担当者、
主治医等

施設のサービス担当者

計画の作成・交付
利用者＋家族に説明
利用者の同意・交付

利用者＋家族に説明
利用者の同意・交付

入所者＋家族に説明
入所者の同意・交付

モニタリング
3ヶ月に1回
利用者の居宅を訪問
利用者に面接

1ヶ月に1回
利用者の居宅を訪問
利用者に面接

定期的

業者 1ヶ月に1回 継続的

記録 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 定期的 7

サービス担当
者にも交付

サービス担当
者にも交付
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